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（～20年）

　

譲渡損失の繰越控除（15年～）

配当との損益通算（21年～）

　26％本則課税
（譲渡益）

10％軽減税率
（配当・譲渡益）

１年
延長

３年延長 ２年延長 20％本則税率

（～14年） （15～19年） （～23年） （～25年） 　　（26年～）

(譲渡益)
源泉分離選択課税 特定口座制度

   （15年～）（～14年）

(配当)
申告不要制度（少額配当のみ）
　　　（～14年）

申告不要制度（すべての配当）
   （15年～）

　　　　　　　　　　　　　　　（28年～）
 　損益通算の対象に、特定公社債等の
　  利子所得等及び譲渡所得等を追加

株式が無価値化した場合のみなし譲渡損失の特例（17年４月～）

　　　　　　　　　　　　　　   （28年～）
　　特例の対象に、特定公社債の無価
　　値化による損失を追加

【令和３年度改正】
特例の対象から、特定保有株式
の無価値化による損失を除外

　　緊急投資優遇措置（元本1000万円までの株式に係る譲渡益の非課税）

       （購入） （保有） （譲渡）
　（13年11月～14年） （～16年） （～19年）

 　 100万円特別控除（13年10月～14年）

税 率

簡便な
納税制度

投資リスク
への配慮

その他の
投資促進策

NISA

制度開始
（26年～令和５年
〔2023年〕）

ジュニアNISA
制度開始
（28年～令和５年〔2023年〕）

年間の投資上限額を引上げ
（28年～令和５年〔2023年〕）

つみたてNISA 制度開始
（30年～令和５年〔2023年〕）

【令和５年度改正】

非課税保有期間の
無期限化
口座開設可能期間
の恒久化等
（令和６年〔2024年〕～）

廃止

上場株式配当・譲渡益課税の変遷


